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アドミニストレーション研究科（博士後期課程）のご案内  

１ 教育課程の特色  

アドミニストレーションに係わる諸学問を「公共・福祉分野」、「ビジネス分野」、「情報分野」に整

序し必要な科目を配置しています。なお、看護分野は「公共・福祉分野」に含まれます。 

研 究 分 野 内       容 

公共・福祉分野 
政治学・法学・福祉学等の学問的総合により、行政、福祉、地

域社会の諸課題を解決するための研究遂行能力を涵養します。 

ビジネス分野 

グローバルな視点から企業の抱える諸課題の解決に貢献でき

る高度の学問的専門性に基づいた、創造的な問題解決能力と研

究遂行能力を涵養します。 

情報分野 

社会的諸課題の解決において、情報を人間・システム・社会の

３つの視点で捉え、情報学を基盤とする情報のデザインとその活

用に関する能力と研究遂行能力を涵養します。 

 

２ 標準修業年限  ３年 

 

３ 昼夜開講制の実施 

社会人の間には新しい専門知識の修得の必要性が高まり、高度なリカレント教育への期待が増大し

ていることから、社会人を受け入れる昼夜開講制を実施しています。特に博士後期課程では、特別研

究の授業は（社会人の場合は指導研究も）、原則として夜間（18：00～21：10）の時間帯に行われます。 

 

４ 長期履修制度の実施 

社会人の様々な学習需要に対応するために、長期履修制度を導入しています。この制度は、職業を

有している、あるいは育児、長期介護等のために、年間に修得できる単位数や研究活動・学習活動へ

の時間数が限られるため、標準の修業年限で修了することが困難な学生を対象に、事情に応じて、標

準の修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し修了することにより学位を取得することができる制

度です。 

入学者選抜試験前であっても、この制度について質問などがある場合は、教務入試課（教務班 TEL：

096-321-6609）に御相談ください。 

(1) 対象となる方  

① 職業を有し、標準修業年限３年で修了することが困難な方  

② その他、長期履修が必要となる相当の理由がある方 

(2) 修業年限  

 最長６年までの範囲内で認められた年限 

(3) 授業料 

標準の修業年限に支払うべき授業料総額（博士後期課程では３年間分）を、あらかじめ認められ

た修業年限で除した額をそれぞれの年（納期）に支払うことになります。  

(4) 申請手続及び長期履修の許可 

申請を希望する場合は、指導教員に相談のうえ、申請書を教務入試課に提出してください。申請

に対し、標準修業年限で修了することが困難であると認められた方について、長期履修が許可され

ます。また、新入生だけでなく、入学後に学習環境が変化した学生も長期履修を申請することがで

きます。 

〔申請書類に添付する証明書等〕  

・勤務状況を証明するものや、内定通知書等の写し。 

・育児・介護の必要性を証明するもの（例えば、母子健康手帳の写しや介護保険被保険者証など

の写し）。 

・その他長期履修が必要であることを証明するもの。 
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 (5) 申請後の変更 

在学中１回に限り可能 


